
 
広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
四
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
条
例
第
十
号 

 
 
 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
表
の
第
三
号
⑹
中
「
要
求
（
」
の
下
に
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
及
び
」

を
加
え
、
同
表
の
第
九
号
の
六

中
「
受
付
」
の
下
に
「
（
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
乳
児

家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。


に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号

中
「
第
二
条
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に

規
定
す
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
並
び
に
同

項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
表
の
第
九
号
の
六
の
二
⒅
中
「
第
二
条
第
三
項
第
十
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項

第
二
号
に
規
定
す
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

並
び
に
同
項
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
⒇
中
「
第
二
条
第
三
項
第
七
号
」
を
「
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に

規
定
す
る
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
及
び
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
並
び
に
同

項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
表
の
第
十
六
号
中
「

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
」
を
「

ま
で
及
び

か
ら


ま
で
」
に
改
め
、
同
号
⑸
中
「
⑽
、
⒃
、

及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
⑼
、
⒂
、

、

か
ら

ま

で
及
び

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
⑹
、
⑺
及
び
⑻
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

⑹ 

法
第
二
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
店
舗
販
売
業
の
店
舗
管
理
者
に
係
る
許
可
（

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第
六
条
又
は
第
九
条

の
規
定
に
よ
り
店
舗
販
売
業
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。

に

お
い
て
同
じ
。
） 

 
 

⑺ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
卸
売
販
売
業
の
許
可 

 
 

⑻ 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
卸
売
販
売
業
の
営
業
所
管
理
者
に
係
る
許
可 

 

第
二
条
の
表
の
第
十
六
号
中
⑼
を
削
り
、
⑽
を
⑼
と
し
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑿
を
⑾
と
し
、
⒀
を
⑿
と
し
、

⒁
を
⒀
と
し
、
同
号
⒂
中
「

か
ら

ま
で
、

及
び

」
を
「

か
ら

ま
で
、

及
び

」
に
改
め
、

同
号
中
⒂
を
⒁
と
し
、
⒃
を
⒂
と
し
、
⒄
を
⒃
と
し
、
同
号
⒅
中
「

、

、

か
ら

ま
で
、

か
ら


ま
で
、

か
ら

ま
で
、

」
を
「

、

、

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、


」
に
改
め
、
同
号
中
⒅
を
⒄
と
し
、
同
号
⒆
中
「

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
」
を
「

か

ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
」
に
改
め
、
同
号
中
⒆
を
⒅
と
し
、
同
号
⒇
中
「

、

及
び

」
を



「

、

及
び

」
に
改
め
、
同
号
中
⒇
を
⒆
と
し
、
同
号

中
「
第
七
十
二
条
の
二
」
を
「
第
七
十
二

条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
薬
剤
師
の
増
員
命
令
」
を
「
業
務
体
制
の
整
備
命
令
」
に
改
め
、
同
号
中

を

⒇
と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
⑿
、

及
び

」

を
「
⑾
、

及
び

」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
卸
売
一
般
販
売
業
、

薬
種
商
販
売
業
」
を
「
卸
売
販
売
業
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「
第

百
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
（
⑴
、
⑹
、
⑼
及
び
⑾
に
規
定
す
る

許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

省
令
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
郵
便
等
販
売
の
届
書
の
受
付 

第
二
条
の
表
の
第
十
六
号

中
「
、
第
百
四
十
一
条
及
び
第
百
五
十
三
条
」
を
「
及
び
第
百
五
十
九
条

」
に
改
め
、
同
号

及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 

省
令
第
百
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
郵
便
等

販
売
の
届
書
の
受
付 

 
 

 

省
令
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
卸
売
販
売
業
の
薬
剤
師
以
外
の
営
業
所
管
理
者
に
係
る
認

定 

第
二
条
の
表
の
第
十
六
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
整
備
等
政
令
」
と
い
う
。
）

附
則
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
等
政
令

に
よ
る
改
正
前
の
政
令
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
許
可
証
の
書
換
え
交
付
の
申
請
の
受
付
及
び
書
換
え
交
付 

 

整
備
等
政
令
附
則
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
再
交
付
の
申
請
の
受
付
及
び
再
交
付 

 

整
備
等
政
令
附
則
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
令
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
の
受
付 

 

整
備
等
政
令
附
則
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
令
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
返
納
の
受
付 



 

整
備
等
政
令
附
則
第
三
条
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
令
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
台
帳
の
備
付
け 

 
整
備
等
政
令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
令
第
四

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
証
の
交
付 

 

薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
号
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
の
届
出
の
受
付 

 

改
正
省
令
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
の
変
更
の
届
出
の
受
付 

 

改
正
省
令
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
既
存
薬
種
商
等
の
店
舗
管
理
者
の
届
出
の
受
付 

 

改
正
省
令
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
み
な
し
卸
売
販
売
業
者
の
営
業
所
管
理
者
の
届
出
の

受
付 

 

改
正
省
令
附
則
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
郵
便
等
販
売
の
届
書
の
受
付 

 

改
正
省
令
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
省
令
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
販
売
先
等
の
変
更
等
の
届
出
の
受
付 

第
二
条
の
表
の
第
十
六
号
の
三
⒇
中
「
又
は
事
業
の
休
止
若
し
く
は
廃
止
」
を
削
り
、
同
号

中
「
第

二
十
九
条
第
九
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
二
十

九
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
九
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
二
十
九
条

第
六
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号
⒇
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 
 

 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
の
受
付 

 

第
二
条
の
表
の
第
十
七
号
の
二
中
「
呉
市
」
を
「
広
島
市
、
呉
市
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
十
二
号
の

二
⑻
中
「
第
七
十
五
条
」
を
「
第
七
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
」
を
削
り
、

同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
」
に
、
「
第
百
十
五

条
の
二
十
九
第
四
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号


中
「
第
百
十
五
条
の
十
」
を
「
第
百
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第

百
十
五
条
の
十
」
を
「
第
百
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五

条
の
九
」
を
「
第
百
十
五
条
の
十
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
八
第

二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
九
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の

八
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五

条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
」
に
、
「
が
適
正
な
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な
い
旨
の

」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
百

十
五
条
の
八
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
三
項
」
を
「



第
百
十
五
条
の
八
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
二
項
」

を
「
第
百
十
五
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一

項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条
の
六

第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
第
百
十
五
条

の
五
」
を
「
第
百
十
五
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
「
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
」
を
削
り
、
同
号
中

を


と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

法
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
事
業
の
廃
止

又
は
休
止
の
届
出
の
受
付 

 

第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同

号

中
「
適
正
な
」
を
削
り
、
「
の
運
営
を
し
て
い
な
い
旨
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号
中

を


と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
百
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
の
許
可
等
を
し
た
旨
の
公
示 

第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中

を

と
し
、
同
号

中
「
が
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に

適
合
し
な
く
な
っ
た
旨
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号


中
「
第
九
十
九
条
」
を
「
第
九
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
変
更
」
の
下
に
「
又
は
事
業
の
再
開
」

を
加
え
、
同
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

の
受
付 

第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号

中
「

適
正
な
」
を
削
り
、
「
の
運
営
を
し
て
い
な
い
旨
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号


中
「
が
適
正
な
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な
い
旨
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号
中

を

と
し
、


を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
号
⒇
中
「
第
八
十
二
条

」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
」
を
削
り
、
同
号
中
⒇
を

と
し
、


の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
事
業
の
廃
止
又
は
休
止

の
届
出
の
受
付 



第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中
⒆
を
⒇
と
し
、
⒅
を
⒆
と
し
、
⒄
を
⒅
と
し
、
⒃
を
⒄
と
し
、
⒂

を
⒃
と
し
、
同
号
⒁
中
「
が
適
正
な
事
業
の
運
営
を
し
て
い
な
い
旨
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号

中
⒁
を
⒂
と
し
、
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
を
⒀
と
し
、
⑾
を
⑿
と
し
、
⑽
を
⑾
と
し
、
⑼
を
⑽
と
し
、
⑻
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑼ 

法
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
事
業
の
廃
止
又
は
休
止

の
届
出
の
受
付 

第
二
条
の
表
の
第
二
十
二
号
の
二
中
「
⑼
か
ら
⒁
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
、


か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
⑽
か
ら
⒂
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

、


か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

、

か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
」
に
、
「
、

」
を
「
、


」
に
改
め
、
同
表
の
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

三
十
二
の
二 

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十 

二
年
広
島
県
条
例
第
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
） 

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

⑴ 

条
例
別
表
第
一
第
七
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
健
康
被
害
の
報
告
の
受
付 

 

⑵ 

条
例
別
表
第
一
第
七
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
販
売
等
を
禁
止
さ
れ
る
取
り
扱 

う
食
品
等
の
報
告
の
受
付 

 

⑶ 

条
例
別
表
第
一
第
八
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
自
主
回
収
の
着
手
の
報
告
の
受 

 
 

付 

呉
市 

  

第
二
条
の
表
の
第
三
十
五
号
中
「
⒄
か
ら

ま
で
及
び

か
ら

ま
で
」
を
「
⒃
か
ら

ま
で
及
び


か
ら

ま
で
」
に
、
「
及
び

」
を
「
及
び

」
に
、
「
⑿
、
⒂
、

、

、

、

、

、

」
を
「

⒀
、
⒃
、

、

、

、

、

」
に
、
「

、

、

、

及
び

」
を
「

、

、

、

、

及

び

」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
表
の
第
二
十
五
号
⑹
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑹ 

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
開
設
者
の
住
所
等
の
変
更
又
は

事
業
の
再
開
の
届
出
の
受
付 

 

第
三
条
の
表
の
第
二
十
五
号
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

⑺ 

法
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
の
事
業
の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

の
受
付 

 
 
 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

第
二
条
の
表
の
第
十
六
号
の
三
及
び
第
二
十
二
号
の
二
の
改
正
規
定
、
同
表
の
第
三
十
五
号
の
改

正
規
定
（
第
十
六
号
の
三
及
び
第
二
十
二
号
の
二
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
第
三
条
の
表
の

第
二
十
五
号
の
改
正
規
定 

介
護
保
険
法
及
び
老
人
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十



年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
） 

二 
第
二
条
の
表
の
第
十
六
号
の
改
正
規
定
及
び
同
表
の
第
三
十
五
号
の
改
正
規
定
（
第
十
六
号
に
係

る
も
の
に
限
る
。
） 

薬
事
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
） 

 


